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 令和元年台風15号による鉄塔の倒壊及び電柱の損壊事故の原因調査を踏まえ、技術
基準の見直しの方向性が示されたところ。

 技術基準の見直しにおいては、技術基準の解釈・解説（経産省）だけでなく、関連す
る民間規格・規程（電気学会や民間団体）も含めた見直しが必要。
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1-1．技術基準の見直しについて

損壊状況・事故の原因など 技術基準の見直し内容

鉄塔

●鉄塔２基が倒壊し、約11万軒の停電が発生。

●技術基準で求められる風圧荷重40m/s（10分間平均風速）
を満たすよう設計（1972年建設）。

●特殊な地形による突風（最大瞬間風速約70m/s、10分間
平均風速約50m/sと推定）により、設計当初の想定を大き
く上まわる荷重が発生し、倒壊に至ったと推定。

①現行の基準風速40m/sを維持するとともに、40m/s について「10
分間平均」を明確化。

②地域の実情を踏まえた基準風速（地域風速）を適用。

③特殊地形を考慮すること。
（従来より民間規格にて規定されていた３類型（山岳部、海岸周
辺、岬・島しょ部）に加え、今般の事案の類型を追加）

電柱

●計1,996本の電柱が折損・倒壊・傾斜等の被害（被害の多
くは、台風の進路の東側の山林部に集中。）。

●電柱の損壊等事故が広範囲にわたったこと、また鉄塔に
関する技術基準の見直しの方向性（地域風速の適用な
ど）、台風が頻繁に襲来する地域の電力会社の取組等を
踏まえ対策が必要。

●損壊等原因の大半は二次被害と推定されるが、連鎖倒壊
が約200本（全体の約1割）発生。

①鉄柱にも地域別の基準風速（地域風速）を適用。

②電柱の中で損壊率が高い木柱の安全率をコンクリート柱並みに
引き上げ（1.3～1.5⇒2.0へ）。

③「電柱の連鎖倒壊防止」対策を技術基準で規定。





（参考）現行の鉄塔・電柱に係る技術基準
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【支持物の倒壊の防止】
第32条 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造（支線を施設する場合は、当該支線に係る
ものを含む。）は、その支持物が支持する電線等による引張荷重、風速四十メートル毎秒の風圧荷重及び当
該設置場所において通常想定される気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそ
れがないよう、安全なものでなければならない。ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路に
あっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、風速四十メートル毎秒の風圧荷重の二分の一の風圧荷重
を考慮して施設することができる。

２ 特別高圧架空電線路の支持物は、構造上安全なものとすること等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施
設しなければならない。

＜電気設備の技術基準の解釈（抄）＞

＜電気設備の技術基準（抄）＞

【架空電線路の強度検討に用いる荷重】（省令第32条第1項）

第58条 架空電線路の強度検討に用いる荷重は、次の各号によること。
一 風圧荷重 架空電線路の構成材に加わる風圧による荷重であって、次の規定によるもの
イ 風圧荷重の種類は、次によること。
(イ) 甲種風圧荷重 58-1表に規定する構成材の垂直投影面に加わる圧力を基礎として計算したもの、又は風速40m/s以上を想定した風洞実験
に基づく値より計算したもの （例 鉄塔 2,840Pa等）

 電気事業法第39条に基づく電気設備の技術基準に基づき、鉄塔・電柱（架空電線
路の支持物）の材料及び構造は、引張荷重や風圧荷重等を考慮し、倒壊のおそれ
がないよう安全なものであることを求めている。
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